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２ 基本方針と施策方針 

  湖都大津の水道の将来像の実現に向けて、様々な課題の解決に取り組むため、その取り組み

の方向性を示す基本方針を次のように定めます。 

  また、基本方針に基づき、具体的な事業を行うための柱となる施策方針もあわせて定めます。 

 

（１）基本方針 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で安心な湖都大津の水道 

すべてのお客様がいつでもどこでも安心して、おいしく飲める水道を未来につなぎます。 

強靭な湖都大津の水道 

自然災害等による被害を最小限にとどめ、被災した場合にあっても、迅速に復旧できる

しなやかな水道を実現し、未来につなぎます。 

健全で持続可能な湖都大津の水道 

水道を担う人材の確保と経営基盤の強化を図り、健全かつ持続可能な水道を実現し、未

来につなぎます。 

H28.1.26 

第６回大津市水道事業経営検討委員会 

その他資料③ 
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３ 湖都大津・新水道ビジョン施策体系図 

  「湖都大津・新水道ビジョン」で掲げた湖都大津の水道の目指す将来像を実現するために定

めた「安全」、「強靭」、「持続」の３つの基本方針と 12の施策方針についての体系図を示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 水安全計画 ＷＨＯ（世界保健機関）で提唱され、食品製造分野で確立されているＨＡＣＣＰ（ハ

サップ）の考え方を元に、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、統合的な水

質管理を実現し安全な水の供給を確実にする水道システムを構築するための計画 

※２ 発展的広域化 これまでの水道事業の広域化（事業統合）や新たな広域化（経営の一体化、管理の

一体化、施設の共同化等）だけではなく、連携形態にとらわれない多様な広域連携についての取り

組みの総称

お客様との信頼を 

未来につなぐ 

湖都大津の水道 

Ⅰ 水質管理の充実と強化 

Ⅲ 事業経営と業務の効率化 

Ⅰ 安定水源の確保 

Ⅳ 危機管理体制の強化 

Ⅱ 広報・広聴活動の充実と 

お客様サービスの向上 

Ⅳ 人材育成と活力ある組織づくり 

Ⅱ 水道施設の計画的な更新 

Ⅲ 水道施設の耐震化 

Ⅰ 水道システムの再構築 

Ⅱ 給水装置の水質確保 

Ⅴ 広域化の推進 

Ⅵ 環境施策の推進 

（湖都大津の水道の目指す将来像） 

（３つの基本方針） 

持続 

強靭 

安全 
（施策方針） 

（取り組み姿勢） 

・人口減少社会等の今後の事業環境への挑戦 

・お客様や他水道事業体等との連携促進 

湖都大津・新水道ビジョン施策体系図 
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・人口減少社会等の今後の事業環境への「挑戦」 

・他水道事業体等の水道関係者との「連携」促進 

お客様との信頼を 
未来につなぐ 

湖都大津の水道 

 

 

２ 重点実行計画施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 水質管理の充実と強化 

安全 

Ⅲ 事業経営と業務の効率化 

強靱 

持続 

① 浄水場の廃止（６浄水場を３浄水場へ） 

② 浄水場連絡管の整備 

⑨ 応急給水施設の整備 

⑩ 災害対応力の強化 

⑦ 水道施設（浄水場、配水池）の耐震化 

⑧ 水道管路の耐震化 

③ 水道施設（浄水場、配水池、加圧施設）の計画的な更新 

④ 水道管路の計画的な更新 

⑤ 送配水施設の効率的な整備 

⑥ 配水ブロックの構築 

⑦ 鉛製給水管の更新 

⑧ 給水装置、貯水槽水道の管理強化 

⑨ 直結給水方式の拡大 

① 琵琶湖表流水の水利権の確保 

⑩ 資源・エネルギーの有効利用 

⑪ 漏水防止対策の推進 

④ アセットマネジメント活動の継続推進 

⑤ 民間的経営手法の活用検討 

⑥ 局資産の有効活用と資金管理の効率化 

⑦ 料金体系の見直しの継続的な検討 

② 広報活動の充実 

③ お客様ニーズの把握とお客様サービスの向上 

⑨ 広域化の推進と他水道事業体との連携促進 

Ⅰ 安定水源の確保 

Ⅳ 危機管理体制の強化 

Ⅱ 広報・広聴活動の充実と 

お客様サービスの向上 

Ⅳ 人材育成と活力ある組織づくり ⑧ 人材育成・技術の継承と組織体制の最適化 

て 

① 水安全計画の運用と浄水管理センターによる総合監視体制 

の構築 

② 水質検査体制の充実と強化 

③ 水源水質の監視と水源の保全活動 

④ 水道施設の保安対策の強化 

⑤ 水質を維持するための水道管の洗浄作業 

⑥ 水道未普及地域の解消 

 

Ⅱ 水道施設の計画的な更新 

Ⅲ 水道施設の耐震化 

Ⅰ 水道システムの再構築 

Ⅱ 給水装置の水質確保 

Ⅴ 広域化の推進 

Ⅵ 環境施策の推進 

「湖都大津・新水道ビジョン 重点実行計画」 

42 41 
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３ 主要施策（具体的な取り組み） 

（１）「安全で安心な湖都大津の水道」 

 

 

施策方針Ⅰ 水質管理の充実と強化 

 

施策方針Ⅱ 給水装置の水質確保 
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３ 主要施策（具体的な取り組み） 

（２）「強靭な湖都大津の水道」 

 

 

施策方針Ⅰ 水道システムの再構築 

 

施策方針Ⅱ 水道施設の計画的な更新 

 

施策方針Ⅲ 水道施設の耐震化 

 

施策方針Ⅳ 危機管理体制の強化 
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３ 主要施策（具体的な取り組み） 

（３）「健全で持続可能な湖都大津の水道」 

 

 

  施策方針Ⅰ 安定水源の確保 

 

  施策方針Ⅱ 広報・広聴活動の充実とお客様サービスの向上 

 

  施策方針Ⅲ 事業経営と業務の効率化 

 

  施策方針Ⅳ 人材育成と活力ある組織づくり 

 

  施策方針Ⅴ 広域化の推進 

 

  施策方針Ⅵ 環境施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続
未来につなぐ

安定水源の確保

環境施策の推進
人材育成

活力ある組織づくり

広域化の推進

事業経営

業務の効率化

広報・広聴活動の充実

お客様サービスの向上


